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道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
区
計
画
等
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
へ
の
協
議
等
を
要

（
地
区
計
画
等
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
へ
の
協
議
等
を
要

す
る
も
の
）

す
る
も
の
）

第
十
三
条

法
第
十
九
条
第
三
項
（
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

第
十
三
条

法
第
十
九
条
第
三
項
（
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
各
項

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
各
項

に
定
め
る
地
区
計
画
等
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
各
項
に

に
定
め
る
地
区
計
画
等
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
各
項
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
も
の
と
す
る
。

地
区
計
画
等

事

項

地
区
計
画
等

事

項

地
区
計
画
（
市

一
～
四

（
略
）

地
区
計
画
（
市

一
～
四

（
略
）

街
化
調
整
区
域

五

再
開
発
等
促
進
区
又
は
開
発
整
備
促
進
区
に

街
化
調
整
区
域

五

再
開
発
等
促
進
区
又
は
開
発
整
備
促
進
区
に

内
に
お
い
て
定

お
け
る
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
次

内
に
お
い
て
定

お
け
る
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
次

め
る
も
の
を
除

に
掲
げ
る
も
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は

め
る
も
の
を
除

に
掲
げ
る
も
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は

く
。
）

、
用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定

く
。
）

、
用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定

め
ら
れ
た
建
築
物
の
建
蔽
率
を
超
え
て
定
め
ら

め
ら
れ
た
建
築
物
の
建
ぺ
い
率
を
超
え
て
定
め

れ
る
場
合
に
限
る
。
）

ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

建
築
物
の
建
蔽
率
の
最
高
限
度

ハ

建
築
物
の
建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度

六

法
第
十
二
条
の
十
一
に
規
定
す
る
道
路
の
区

六

法
第
十
二
条
の
十
一
に
規
定
す
る
都
市
計
画

域
の
う
ち
建
築
物
等
の
敷
地
と
し
て
併
せ
て
利

施
設
で
あ
る
道
路
の
区
域
の
う
ち
建
築
物
等
の

用
す
べ
き
区
域
及
び
当
該
区
域
内
に
お
け
る
同

敷
地
と
し
て
併
せ
て
利
用
す
べ
き
区
域
及
び
当

条
に
規
定
す
る
建
築
物
等
の
建
築
又
は
建
設
の

該
区
域
内
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
建
築
物

限
界

等
の
建
築
又
は
建
設
の
限
界

七

（
略
）

七

（
略
）

市
街
化
調
整
区

一
～
四

（
略
）

市
街
化
調
整
区

一
～
四

（
略
）

域
内
に
お
い
て

五

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
建
築
物

域
内
に
お
い
て

五

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
建
築
物

定
め
る
地
区
計

の
緑
化
率
の
最
低
限
度
、
建
築
物
等
の
形
態
若

定
め
る
地
区
計

の
緑
化
率
の
最
低
限
度
、
建
築
物
等
の
形
態
若

画

し
く
は
色
彩
そ
の
他
の
意
匠
の
制
限
又
は
垣
若

画

し
く
は
色
彩
そ
の
他
の
意
匠
の
制
限
又
は
垣
若
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し
く
は
柵
の
構
造
の
制
限
以
外
の
も
の

し
く
は
さ
く
の
構
造
の
制
限
以
外
の
も
の

六

法
第
十
二
条
の
十
一
に
規
定
す
る
道
路
の
区

六

法
第
十
二
条
の
十
一
に
規
定
す
る
都
市
計
画

域
の
う
ち
建
築
物
等
の
敷
地
と
し
て
併
せ
て
利

施
設
で
あ
る
道
路
の
区
域
の
う
ち
建
築
物
等
の

用
す
べ
き
区
域
及
び
当
該
区
域
内
に
お
け
る
同

敷
地
と
し
て
併
せ
て
利
用
す
べ
き
区
域
及
び
当

条
に
規
定
す
る
建
築
物
等
の
建
築
又
は
建
設
の

該
区
域
内
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
建
築
物

限
界

等
の
建
築
又
は
建
設
の
限
界

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
）

（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
）

第
三
十
七
条
の
三

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為

第
三
十
七
条
の
三

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為

は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
建
築
で
あ
つ
て
、
法
第
十
二
条
の
十
一
に
規

は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
建
築
で
あ
つ
て
、
法
第
十
二
条
の
十
一
に
規

定
す
る
建
築
物
等
の
建
築
又
は
建
設
の
限
界
に
適
合
し
て
行
う
も
の
と
す

定
す
る
建
築
物
等
の
建
築
又
は
建
設
の
限
界
に
適
合
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
道
路
を
管
理
す
る
こ
と
と
な
る
者
が
行
う
建
築
物
の
建
築

二

当
該
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
道
路
を
管
理
す
る
こ
と
と
な
る
者
が
行

う
建
築
物
の
建
築
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○
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
無
利
子
貸
付
け
の
財
源
と
な
る
出
資
金
又
は
補
助
金
の
出
資
又
は
交
付

（
無
利
子
貸
付
け
の
財
源
と
な
る
出
資
金
又
は
補
助
金
の
出
資
又
は
交
付

に
係
る
地
方
公
共
団
体
）

に
係
る
地
方
公
共
団
体
）

第
二
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
及

第
二
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
及

び
同
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

び
同
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
出
資
金
及
び
補
助
金
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
方
公
共

る
出
資
金
及
び
補
助
金
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
方
公
共

団
体
と
す
る
。

団
体
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）



- 4 -

○
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
い
て
条
例
で
定
め
る
制
限
）

（
地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
い
て
条
例
で
定
め
る
制
限
）

第
百
三
十
六
条
の
二
の
五

法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

第
百
三
十
六
条
の
二
の
五

法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

条
例
に
よ
る
制
限
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
地
区
計
画
等
の
内
容

条
例
に
よ
る
制
限
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
地
区
計
画
等
の
内
容

と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
適
合
す
る

と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

建
築
物
の
建
蔽
率
の
最
高
限
度

十
分
の
三
以
上
の
数
値
で
あ
る
こ

三

建
築
物
の
建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度

十
分
の
三
以
上
の
数
値
で
あ
る

と
。

こ
と
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

十

建
築
物
の
建
築
の
限
界

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
十
一
に
規
定
す

十

建
築
物
の
建
築
の
限
界

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
十
一
に
規
定
す

る
道
路
の
整
備
上
合
理
的
に
必
要
な
建
築
の
限
界
で
あ
る
こ
と
。

る
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
道
路
の
整
備
上
合
理
的
に
必
要
な
建
築
の
限

界
で
あ
る
こ
と
。

十
一
～
十
五

（
略
）

十
一
～
十
五

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

12

12


